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 年末運転資金や設備資金の新規借入・借換の相談に加
え、毎月の返済に係る条件変更等、日本政策金融公庫の
担当職員が相談をお受けします。 
 事前予約が必要となりますので、相談を希望される方
は商工会の経営指導員までお問い合せください。 
◆日時：11月12日㈬ 13:00～16:00 
◆会場：村松商工会館 ２階小会議室 
◆内容：①事業資金（運転・設備）の申込について 
    ②既存借入金返済に係る条件変更等資金繰りに 
     ついて 

 

～日本政策金融公庫による国の制度融資～ 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ 

日本政策金融公庫貸付利率（令和7年10月1日現在）  

◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 
  運転資金：５年以内/2.90～4.30％ 
  設備資金：10年以内/2.90～4.30％ 
◆経営改善貸付（マル経融資）…貸付限度額 2,000万円 
  運転資金：７年以内/2.00％  

       ③経営改善計画の作成について 
◆応対者：日本政策金融公庫 担当職員 
◆申 込：事前予約制（申込締切：11月7日㈮）となっ
ておりますので、参加を希望される場合はお早めに村松
商工会へお問合せください。 
（村松商工会 TEL:58-2201／FAX:58-8409） 

 税務セミナー 令和7年度制度改正等の課題解決環境整備事業 

～源泉徴収事務および年末調整の実務対応が学べる～ 

令和７年度制度改正のポイント！年収の壁改正セミナー 

◆日時：令和7年１１月１３日㈭  14:00～15:30 
◆会場：村松商工会館 ２階大会議室 
◆講師：税理士・中小企業診断士 
            辰喜 太輔  (たつき たいすけ) 氏   
◆申込：11月6日㈭までに商工会へお申込み下さい。 
（TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409） 

制度の改正点や年末調整などの源泉徴
収実務の変更点・ポイントを税理士が
わかりやすく解説します！ 
 令和７年度税制改正により、「基礎控
除」や「給与所得控除」が見直され、「特
定親族特別控除」が新たに創設されまし
た。これらの改正は令和７年１２月１日か
ら施行されるため、それ以後の源泉徴収事務や年末調整には
注意が必要となります。 
 本セミナーでは、令和７年度税制改正の変更点・ポイント
について確認し、実務において対応すべき事項についてお伝
えします。あらゆる業種・事業規模にかかわらず重要な制度
改正であり、事業主の方のみならず、経理担当者の方も必聴
の内容となっておりますので、ぜひご参加ください。 

●公募申請期間 
 令和７年１０月３日(金)～１１月２８日(金) 
●商工会による事業支援計画書(様式４)発行受付締切 
 令和７年１１月１８日(火)まで 
 申請は申請者ご自身による電子申請のみで、郵送等による
申請はできません。また申請にあたりＧビズＩＤプライム
のアカウント取得が必要です。未取得の方は必ず事前に利
用登録を行ってください。公開されている公募要領をお読
みになりご理解のうえお早めにご相談、ご準備ください。  
商工会地区補助金事務局 HP 
 https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/  

小規模事業者持続化補助金  

一般型(第18回)公募について 

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作

成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。本補助金は地

域の商工会の支援を得て取り組むもので、申請にあたり商工会が発行する事業支

援計画書(様式４)が必要となります。本補助金のお問合せについては商工会まで

お問い合わせください。 

補助率・補助上限額 一般型 

補  助  率 2/3 

補 助 上 限 額 50万円 

インボイス特例 50万円 ※ 

賃金引上げ特例 150万円 ※ 

●詳細は公募要領をよくご確認 
ください。 

●販路開拓に必要な経費の一部 
 を補助します。 
※…要件を満たした場合に、補 
  助上限に上乗せ 
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１１月の行事予定 

1㈯ 五泉市美術展覧会 
（31日㈮～3日㈪） 

ラポルテ五泉 
さくらんど会館 

4㈫ 工業部会経営講演会 五泉市村松 

9㈰ ごせん紅葉マラソン 五泉市 

12㈬ 公庫金融個別相談会 
五泉市合同企業説明会 

村松商工会館 
五泉市総合会館 

13㈭ 
令和７年度制度改正等対応支援
事業税務セミナー 
新津税団協納税表彰式 

村松商工会館 
 
秋葉区文化会館 

14㈮ 商工会中間監査会 村松商工会館 

17㈪ 女性部リーダー研修会 新潟県商工会館 

21㈮ 経営個別相談会 村松商工会館 

25㈫ 新津税務署管内青色申告会連合
会合同役員会 新潟市秋葉区 

26㈬ 経営発達支援計画推進委員会及
び金融懇談会 五泉市村松 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公益財団法人にいが
た産業創造機構）の共催による経営個別相談会を開催しま
す。売上拡大、経営改善、商品開発、創業など、様々な経営
課題に関する相談に専門家が対応します。 
 相談は無料、秘密厳守です。ぜひご活用く
ださい。 
■日時：令和７年１１月２１日㈮ 
    13:30～16:00（１社45分） 
     ※事前に予約が必要となります。 
    相談をご希望の方は11/14㈮までに村松商工会へ 
    お申し込みください。 
■相談員：辰喜 太輔 氏（税理士・中小企業診断士） 
■会場：村松商工会館 相談室 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（11月開催分） 

 労働者（パート・アルバイトを含む）
を１人でも雇っている事業主は労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入する義務
があります。 
 労働保険には、雇用の安定のために事業主に支給される助
成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとよ
り事業主のためにも欠くことができない制度です。  
 まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主の方
は、必ず管轄の労働基準監督署またはハローワークで加入手
続きを行うようお願いします。 
【労働保険に関するお問合せ先】 
○新潟労働局総務部 労働保険徴収課（℡.025-288-3502） 
○新津労働基準監督署（℡.0250-22-4161） 
○ハローワーク新津（℡.0250-22-2233） 

 ◆◇1人でも雇ったら労働保険に必ず加入を！◇◆ 

 労働保険適正加入推進強化月間 ～ひとりでも働く職場に労働保険～ 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 20㈭ 10:00～15:00 

１１月の年金相談のご案内 

 現在、国税庁ホームページ「確定申告
書等作成コーナー」からｅ-Taxによる
税務申告を行う主な方法として①マイナ
ンバーカードを使用した「マイナンバー
カード方式」、②税務署が本人確認を
行った上で発行するＩＤとパスワードを利用した「ＩＤ・パ
スワード方式」があります。令和７年１０月１日より、マイ
ナンバーカードを用いたｅ-Taxの利用をより推進するため、
「ＩＤ・パスワード方式」で使用するＩＤ・パスワードにつ
いて新規発行を停止することとなりました。 
 今後、初めてｅ-Taxをご利用になる方は、「マイナンバー
カード方式」をご利用いただきますようお願いいたします。 
※既に「ＩＤ・パスワード方式」の届出をされている方は、 
引き続き「ＩＤ・パスワード方式」をご利用いただけます。 
※ｅ-Taxをご利用いただくために必要な利用者識別番号の新
規取得やｅ-Taxへのログインは、引き続き可能です。 

はじめてｅ－Ｔａｘを利用される方へお知らせ 

「確定申告書等作成コーナー」で利用する 

ＩＤ・パスワードの新規発行停止について 

 

【開催場所】 
 ◇新潟市秋葉区文化会館 １階練習室１ 
  （新潟市秋葉区新栄町4-23） 
【主な内容】 
 ◇年末調整事務に係る説明・相談対応 
【お問合せ・申込先】 
   ◇(公社)新津法人会事務局 (TEL.0250-23-3488) 

開催日時 定員（申込期限） 
５0名 

※要事前予約 
※先着順にて受付 

11月27日㈭ 13:30～15:30  

【新津法人会】  令和7年分年末調整相談会のお知らせ 

 新津法人会では、新津税務署担当官による年末調整事務
に係る相談会を開催します。 
   参加を希望される方は下記概要をご確認の上、新津税務
署までお申込みくださるようお願いします。 

 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点…毎月の掛金は１口2,000円。その大部分
（共済料等控除後）は貯蓄積立金となります。 

②安心保障…万一の生命事故（死亡・高度障害）に備え、
安価な共済料で大きな保証が受けられます。 

③低利な融資…一定の条件（加入後６か月掛金納付等）
のもと、運転・設備資金等の低利な事業資金や、金融機
関との提携により、マイカーローン・住宅ローン等の長期・
低利融資を利用できます。 

④加入者向けの様々な特典… 
  日帰り人間ドッグ割引制度(協会けんぽ・建築国保加入者

の方はさらにお得！)、県内日帰り入浴施設やホテル等の
宿泊施設等の割引制度を実施しております。 

 ※特典の利用は、契約口数問わず、1口からでもご利用できます。 


